
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２４年１月２６日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１長第９３号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２３年９月２日 ０４時００分ごろ 

発生場所 長崎県西海市寺島水道北口のメノハ曽根 

西海市所在の面
おも

高白瀬
だかしらせ

灯台から真方位１４９°２.１海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°０３.８′ 東経１２９°３８.９′） 

事故等調査の経過 平成２３年１０月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

引船 瑞
ずい

鷹
よう

丸、１７９トン 

１３４４９２、光和興業株式会社 

 乗組員等に関する情報 一等航海士、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に凹損及び擦過傷 

 事故等の経過 本船は、船長及び一等航海士ほか２人が乗り組み、船首約２.４０ｍ、

船尾約３.４８ｍの喫水で寺島水道北口を約９.５ノットの対地速力で手動

操舵により北西進中、船橋当直中の一等航海士が、メノハ曽根の位置及び

１０ｍ等深線などが表示されたＧＰＳプロッターを４Ｍレンジとして作動

させていたが、メノハ曽根の存在を失念し、また、船位の確認を行わずに

航行し、平成２３年９月２日０４時００分ごろメノハ曽根の暗岩に乗り揚

げた。 

本船は、最寄りの造船所桟橋に係留して船体を調査し、浸水及び油の流

出がなかったことから、長崎県長崎市長崎港の定係地まで自力航行した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風速 約１０～１２m/s 

海象：潮汐 低潮時、潮高 約５０cm（長崎県松島港）、波高 約５０㎝ 

 その他の事項  船長は、ふだん、航海士に対し、メノハ曽根の位置を確認することや同

曽根から十分に距離をとるように指導していた。 

一等航海士は、本事故発生場所付近の航行経験が豊富であり、慣れた水

域であった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、寺島水道北口を北西進中、船橋当直中

の一等航海士が、メノハ曽根の存在を失念し、ま

た、ＧＰＳプロッターを活用して船位の確認を適

切に行わなかったことから、メノハ曽根の暗岩に

向かっていることに気付かずに航行し、同暗岩に

乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、寺島水道北口を北西進中、船橋当直中の一等

航海士が、メノハ曽根の存在を失念し、また、船位の確認を適切に行わな

かったため、メノハ曽根の暗岩に向かっていることに気付かずに航行し、



同暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・航海に慣れた海域であっても険礁の存在する海域を航行する場合は、

海図で水路の状況を確認すること。 

 




